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弁護士に依頼される方へ 
 

 

神奈川県弁護士会総合法律相談センター 

 

 

 

 今回相談した弁護士に事件の処理を依頼したい時は、神奈川県弁護士会の用

意した契約書を取り交わす必要があります。 

 

 

 神奈川県弁護士会では、依頼者の皆様に安心して弁護士に委任をしていただ

くために、弁護士会の用意した契約書を取り交わしてもらい、弁護士会が契約

内容をチェックすることになっております。 

 

 

 つきましては、今回の法律相談を担当した弁護士に依頼される場合には、弁

護士会の用意した契約書を取り交わしていただきますようお願いいたします。 

 

 また、弁護士と契約書を取り交わした際は、契約書の控えを受け取り（裏面

Ａ）、後日、承認済のスタンプの押された契約書の写しを弁護士からお受け取

りください（裏面Ｂ）。 

 

 

 ご不明な点や疑問点がございましたら、以下までご連絡ください。 

 

 また、神奈川県弁護士会の用意した契約書の取り交わしが行われなかった

り、承認済スタンプの押された契約書写しの交付がないなど、手続に不備がご

ざいます場合にも、以下までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

                神奈川県弁護士会総合法律相談センター 

 ＴＥＬ０４５－２１１－７７００  

（月～金 ９：３０～１７：００）  
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裏面 

 

 

＜本日の相談後の流れ＞ 

 

 

      あなたの相談後の流れに合わせてチェック☑してみましょう 

 

 

 

 

 

              ☑本日の相談 

 

  □弁護士に委任した  □弁護士に継続相談する    □本日の相談で終了した 

             ことにした      

 

             □継続相談で  □継続相談で 

              弁護士に委任   終了した 

              した 

 

  □弁護士と契約書を取り交わした     相談終了－ありがとうございました。 

                            

Ａ □契約書の控えをもらった 

 

Ｂ □後日、弁護士から       

   弁護士会の承認印の押された     

   契約書の写しをもらった          


